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「フラワーフェスティバルかがわ２０２６」、「たかまつ食と農のフェスタ２０２６」 
イベント共用部設営及び運営等業務詳細 
 

１ 会場入口看板製作、設置・撤去（屋外及びエントランス） 
以下の看板を制作する。 
屋外用横幕はサンメッセ外側ポールに設置する。屋内用横幕は大展示場入口正面上部に設

置する。 
（１）屋外用看板（横断幕）（H900×W5000）ターポリン製 1 枚 

サンメッセ屋外ゲートに設置・20 日（金）17 時ごろ設置 
（２）屋内用看板（入り口上部に設置）（H900×W5000）ターポリン製 1 枚 

・大展示場入口上部に設置 
・20 日（金）17 時ごろ設置 

（３）会場案内看板（Ａ１サイズカラー） ２枚 
会場案内図、イベントスケジュールを表示（設営含む） 

２ 救護要員の配置・保険の加入 
・令和 8 年２月 21 日（土）、２月 22 日（日）午前９時から午後４時まで（22 日（日）は

午後３時まで）、看護師免許を有する者１名を会場主催者控え室に配置する（休息時間
１時間含む）。 

・傷害保険、賠償責任保険に加入する。 

３ 会場レイアウト制作（設計図） 

４ 会場設営及び清掃（大展示場全体の床クリーニング） 
（１）撤去 

令和 8 年２月 22 日（日）午後３時１５分～午後８時 
（屋外テントについては２月 22 日(日)午後５時までに撤去や清掃を含むすべての業務を
終了すること。遅延した場合は、損害賠償金を請求することがある。会場清掃についても、
午後８時までに終了すること。） 

（２）ゴミ処分 
・4t ｺﾝﾃﾅ２台とする。 
・コンテナの回収については令和 8 年２月 24 日（火）午前８時 30 分までに行う。 

５ その他 会場設営及び運営に係る業務（共通部分） 
 その他「フラワーフェスティバルかがわ２０２６」「たかまつ食と農のフェスタ２０２６」
の共通部分にかかる設営及び運営に関する事項 
 


